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The New Framework of International Relations leading to the 1998 EC Regulation 
on Driftnet Ban in Europe
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Abstract:　 In 1998 the European Community adopted the regulation No.1239/98, which practically banned the use
of driftnets by EC vessels from 2002. The article will first illustrate the historical development of the “tuna war”,
which would provide the historical background for the regulation. After carefully examining the formation of
international anti-driftnet opinions, typically represented in the UN General Assembly Resolutions of 1989 and 1991,
it will be demonstrated how the once regional dispute over fishery resources was Europeanized by the formation of
transnational networks, which were opposed to the use of driftnets by albacore tuna fishing vessels. Finally this case
will be discussed in the context of the emerging multi-level governance in EC, which tries to involve European,
national and sub-national groups into inclusive decision-making procedures as an alternative to exclusive
intergovernmental negotiations.
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第一章　はじめに

1998 年 6 月，EC 漁業担当閣僚理事会 (Council of Ministers)
は 1998 年 1239 号規則を採択し，2002 年 1 月 1 日よりバル

ト海域を除き，加盟国漁船による流し網 (driftnet) の使用を

実質的に禁止した。尚本論では，「欧州連合 (EU)」において

経済分野を担う「欧州共同体 (EC)」によって漁業政策が行

なわれており，これにかかわる法令も「EC 規則 (Regulation)」
もしくは「EC 指令 (Directive)」として公布・施行されてい

る事情を鑑みて，特に断らない限り，「共通漁業政策

(Common Fisheries Policy)」を扱う機関としては「EU」では

なく「EC」の名称を用いることとする。

近年の欧州における意思形式過程では，EC 条約の改正を

伴うような欧州政治機構の根幹に関わる交渉や安全保障問

題を除いて，国家を窓口に加盟国間の利益調整を行う政府

間交渉 (Intergovernmental negotiations) から，国家の枠を超え

た欧州レベルのアクターが参加する意思形式プロセスへと

その重点が移りつつある (Marks, 1993, p.392, Banchoff and
Smith, pp.5-12, I. Bache, p.22ff)。本論が扱う EC 共通漁業政

策分野においても，これを成立させた 1980 年代前半までの

交渉は，専ら国家を単位とする政府間交渉を軸に展開され

た。そこでは漁業政策をめぐる国内諸団体の利害が一旦各

国政府に集約され，当該政府の代表者が EC 閣僚理事会を舞

台に，他国の代表者及び欧州全体の利益代表者である EC 委

員会と交渉を繰り広げた。EC 共通漁業政策の成立過程と初

期の展開を国家間のパワーゲームの一例として考察した研

究として，古くは Leigh (1983) や Wise (1984) の著作，また

近年における Conceicao-Heldt（2004）の論考がある。これ

らの研究は，EC 漁業水域における加盟国相互のアクセス権

の導入と水産物共同市場の設置を定めた 1970 年漁業規則

や，漁業資源管理の手段として総許容漁獲量 (TAC) や国別

漁獲割り当て制 (Quota) の導入を定めた 1983 年漁業規則の

制定過程の考察を通じて，EC を舞台とする政府間交渉に

よって行われた漁業外交の姿を分析している。

しかし 1987 年に単一欧州議定書 (Single European Act) が発

効して欧州に共同市場 (Common Market) が成立し，EC 加盟

国間の経済的国境が事実上消滅して以来，EC 政策の欧州化

(Europeanization) もしくは脱国家化 (de-territorialization) の傾向

が顕著になった。即ち漁業政策を含む EC 経済政策が欧州レ

ベルで決定され標準化されるにつれ，国内の利害を独占的

に集約して欧州機関に取り次ぐ「Gatekeeper」としての国家

の役割が次第に薄まり，様々な利害を持つ団体が国境を越

えた欧州レベルのネットワークを形成しつつ，欧州機関に

よる政策立案に直接参加することによってEC政策を左右す

る場面が見られるようになったのである (I. Bache, p.29; 稲
本 , 2002, pp.36-39; 稲本 , 2003a, pp.29-38)。
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こうした EC 政策決定過程の変遷ぶりとその意義につい

ては筆者も何度か論考を発表する機会を得たが，本論はそ

のケース・スタディとして，冒頭でふれた 1998 年 1239 号

規則をめぐる論争を取り上げた。まずこの EC 規則について

は，その伏線として，ビスケー湾周辺海域におけるビンナ

ガマグロ漁をめぐる欧州諸国間の対立が指摘される。次章

においてはまず，欧州ビンナガマグロ漁における流し網の

使用をめぐる紛争について，その歴史的経緯の整理に努め

た。

この紛争において流し網の使用禁止を訴えたスペイン漁

業者の極めて地域的利害にかかわる運動が，欧州全体の

ネットワークと呼応して欧州世論を動かすようになった背

景として，流し網による海洋哺乳類の混獲問題を国際世論

に訴えた環境 NGO やこれに呼応したアメリカ，オーストラ

リア政府を中心とする各国政府による活動が指摘される。

本論は第三章において，国際的に沸き起こった流し網規制

への動きと，その集大成としての 1989 年及び 1992 年の国

連総会決議の持つ意味について考察した。そして第四章以

降では，欧州規模の反流し網ネットワークが成立した事情

と，これに後押しされることによって 1998 年 EC 規則が成

立した経緯をたどり，そこから近年における欧州政治の意

思形成過程の変化と，それに伴う新たな国際関係の枠組み

について検討した。

第二章　欧州ビンナガマグロ漁と流し網

1．欧州ビンナガマグロ漁の歴史

主に缶詰に用いられる白身のマグロであるビンナガマグ

ロ (Albacore) 漁が北東大西洋海域において始まったのは，15
世紀にさかのぼる。18 世紀頃には，主にフランス，スペイ

ンの漁船が 5 月から 10 月にかけて，アゾレス諸島からアイ

ルランド沖を経てビスケー湾へと移動するマグロの群れを

追うようになり，とりわけフランス・ブリュターヌ地方や

スペイン・バスク地方の漁業者によるビスケー湾でのマグ

ロ漁は，それぞれの地方における地域的伝統の一端をも担

うようになった。19 世紀半ばには，フランスにおける缶詰

工業の勃興に伴い，フランス漁船によるビスケー湾でのビ

ンナガマグロ漁が本格化した。第一次大戦直前には，およ

そ 700 のフランス漁船がマグロ漁を行っていたとされる。

第二次大戦後，アメリカから生き餌を使った竿釣り漁法

(pole-and-line fishing) やトローリング漁法 (trolling) が欧州に

もたらされた。釣り糸を用いてマグロを釣り上げるこの漁

法は，1950 年代よりスペイン側バスク地方の漁業者やフラ

ンス・ブルターニュ地方の漁業者によっても採用され始め，

1967 年にはトローリング・竿釣り漁法に従事するフランス，

スペイン漁船の総トン数はおよそ 48,000 トンにも達したと

いう (Findlay and Searle, p.95; Lequesne, 2004, p.116)。
しかしスペイン漁船が70年代に入っても引き続きトロー

リング・竿釣りによるビンナガマグロ漁を続けたのに対し，

フランス漁船は 60年代半ばより急速にマグロ漁から撤退し

始めた。これには技術的及び社会的要因が指摘される

(Lequesne, 2004, p.116f)。まず技術的要因として，60 年代よ

り大西洋で操業するフランス漁船がトロール網 (trawler) を

装備し始めたことが挙げられる。そしてこれらトロール漁

船をビンナガマグロ漁の限られた漁期のためにトローリン

グ・竿釣り漁船に転換することは，技術的・経済的に極め

て困難とされた。又，社会的要因として，長い航海を伴う

労働集約型のマグロ釣り漁が「時代遅れ」としてフランス

漁業者達によって敬遠され始めたことが挙げられる。こう

して 1980 年代前半までには，トローリング・竿釣りによる

ビンナガマグロ漁を行うフランス漁船はほんの数隻になっ

てしまった。

他方，通常「旋網」(purse seines) を用いてビスケー湾で

アンチョビー漁を行っていたバスクやガリシア地方を中心

とするのスペイン漁業者は，夏の間はこれらの船をトロー

リング船や竿釣り漁船に転換してビンナガマグロ漁を継続

した。これらの漁法によるスペインのビンナガマグロ漁の

水揚げは 1991 年には 16,515 トンを記録し，これに従事する

スペインのビンナガマグロ漁船も，1994 年には竿釣り漁船

がおよそ150隻，トローリング漁船も550隻を数えた(Findlay
and Searle, p.97)

1970 年代後半，ナイロンによって代表される合成繊維の

開発により，長さが数十キロにも及ぶ流し網 (driftnet) が世

界各地で普及し始めた。1985 年，フランス海洋利用研究所

(IFREMER) の技術者達は，ブイで浮かせた長さ 2.5km から

10kmの流し網を用いて中層から表層で群れをなすビンナガ

マグロをターゲットとする新漁法を提案し，同時に試験操

業を行った。この実験が極めて良好な結果をもたらしたこ

とから，1987 年には早くもフランス・ブリュターニュ地方

のビグデン (Bigouden) やユー島 (Isle de Yew) から 20 隻のフ

ランス流し網漁船がマグロ漁に参入し始めた。そしてその

数は 1990 年には 38 隻に，そして 1994 年には 64 隻に膨れ

上がった (Findlay and Searle, p.96, Lequesne, 2004, p.117;
O'Riordan and Gillet, p.17)。

流し網を用いたマグロ漁船が欧州海域において急増した

最大の要因は，その経済性にある。フランス缶詰産業から

のマグロ需要は相変わらず高かったため，少ない乗組員 (5-
7 人 ) で三週間程度の操業を行っただけで，十分採算がとれ

るだけの水揚げが期待できた。ちなみに 1997 年における 3
週間のビンナガマグロ流し網漁による乗組員の平均収入は

1,928 ユーロと算定されており，この漁がいかに短期間で高

収入が望めるものに成長したかが知れる。

流し網によるビンナガマグロ漁が急速に普及したもう１

つの背景として，EC 漁業規制による影響が指摘される。欧

州海域におけるビンナガマグロ資源は当面枯渇の心配がな

いと判断されたこともあり，EC による漁獲制限 (TAC) や国

別漁獲割り当て (Quota) は適用されなかった。他魚種，とり

わけタラ，ニシン，メルルーサ (hake) などについては資源
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の枯渇を防ぐため，1983 年漁業規則の成立以来，漁獲制限

や国別漁獲割り当て，更には漁場や漁期について年々厳し

い制限が課されてきた。EC 漁業規制の結果表面化した過剰

漁獲能力，言い換えれば EC 加盟国が漁獲割り当てをはるか

に超える過剰な漁船を保持しており，その転用や削減に迫

られていたことも，過剰設備を振り向けて操業できるビン

ナガマグロ漁を急成長させた背景として指摘される

(Findlay and Searle, p.102f, p.105; Lequesne, 2004, p.117f;

Earthtrust, history.html)。　

中でも家族経営による伝統的ビンナガマグロ漁が行われ

ていたユー島は，流し網の導入以後，フランスにおける流

し網漁の拠点となり始めた。そして同島における流し網に

よるマグロの水揚げは，1987 年に 127 トンであったものが，

1993 年には 2,000 トンに達している。加えて 1990 年代に入

ると，年々厳しくなる EC 漁業規制のあおりを受けてメル

ルーサ漁から撤退したイギリス漁船もこの漁に参入し始め

た。イギリス漁船の多くはコーンウォールのニューリン

(Newlyn) 港を母港とし，1991 年には 4 隻，1994 年には 12
隻のイギリス漁船がビスケー湾周辺における流し網マグロ

漁に従事している。他方，既に流し網を用いたサケ漁に実

績のあるアイルランドも，新たに大きな追加投資を必要と

しないことからこの漁にも参入し始めた。そして 1993 年に

は 8 隻，1994 年には 18 隻のアイルランド流し網漁船もビス

ケー湾周辺で操業している (Lequesne, 2004, p.117f; Findlay
and Searle, p.99)。しかし，合計すると 90 隻余りにもなる他

国の流し網漁船団の出現が，同海域でトローリング・竿釣

り漁法を継続してきたスペイン漁船の反発を招いたのであ

る。

2．紛争の始まり

元々スペインの漁業者は，欧州他国，とりわけフランス

漁業者に対して不信感を抱いていた。特に 1970 年代よりフ

ランス漁船がトロール網を装備するようになってから，沿

岸域におけるいくつかの魚種についてその減少が指摘され

るようになったため，比較的小型の漁船で操業していたス

ペイン漁業者はフランスの大型トロール網船をきらってい

た。実際，後にふれる「マグロ戦争」の余波として，スペ

イン漁船は漁場を荒らすフランスのトロール漁船も襲い，

乗組員に重傷を負わせている (Lequesne, 2004, p.118; O'Riordan
and Gillet, p.21)。

1977 年に EC 加盟国が 200 海里漁業水域を設定して以来，

当時は非加盟国であったスペイン漁船はそれまで伝統的に

操業してきた EC 海域から締め出された。イギリス海峡以北

の海域に比べると，スペイン周辺は大陸棚も狭く決して好

漁場とは言えない。スペインは 1986 年に EC 加盟を果たし

たものの，欧州最大のスペイン漁船団が好漁場でもある北

ヨーロッパ海域に押し寄せることを恐れたイギリスやフラ

ンスの主張により，EC 加盟後も当面の間，北ヨーロッパ海

域におけるスペイン漁船の操業が制限されるよう加盟条約

に条件が加えられた(加盟条約156～160条; Long and Curran,
p.19f; Lequesne, 2000, p.347; 稲本 , 2003b, p.13)。このように

スペイン漁業者は，EC 規制に対して強い不公平感を抱きな

がらもマグロ漁に従事してきた。そしてイギリス，フラン

ス，アイルランドが自国周辺の海域からスペイン漁船を締

め出しておきながら，マグロ漁のためスペイン近海に進出

してきたことに対して，彼等がいかに反発を抱いたかにつ

いては想像に難くない (O'Riordan, p.37ff)。
流し網を使ったフランス，イギリス漁船によるビンナガ

マグロ漁と，スペイン船による従来の漁法との経済効率の

差は歴然としていた。バスクやガリシアの竿釣り漁船は，一

日に平均しておよそ0.5トンから1トンのマグロを釣り上げ

たのに対し，フランスやアイルランドの大型流し網漁船は

一日に 1.5 トンから 2 トンの漁獲を揚げていた。又，労働集

約型の漁法を続けたスペイン船は平均して 20人程度の乗組

員を雇い続けていたのに対し，フランスの流し網船は 5，6
人の乗組員でこと足りた。こうして他国漁船によって漁獲

された安価なマグロがスペイン市場に出回ることでスペイ

ンにおけるマグロ価格が下落し，スペイン・ビンナガマグ

ロ漁業の採算性が悪化した。他方スペインが他国漁船に

習って流し網を採用すれば乗組員のリストラに直結し，ス

ペイン漁業者の間に深刻な失業問題を引き起こしかねな

い。これは 20 パーセント以上の失業率に苦しんでいた 1990
年代のスペイン，とりわけ漁業以外にこれといった産業が

なく，失業率も 25 パーセントを越えていた北部沿岸地域に

とって看過できない問題でもあった (Holden, p.78; O'Riordan
and Gillet, p.18)。

スペイン船と他国船との衝突は，1990 年の夏に始まった。

この年，スペインのマグロ釣り漁船が，他国漁業者の網を

毀損する事件が起こった。その後も小競り合いが続いたが，

1994 年にはスペイン漁船がフランス・ユー島の流し網漁船

ラ・ガブリエル (La Gabrielle) を拿捕した上に，これをガリ

シアの港ブレラ (Burela) に曳航した。更に一部のスペイン

漁船は，ビスケー湾に面したフランスの港を封鎖した。そ

の結果，スペイン，フランス，イギリスの海軍がそれぞれ

自国の漁船を保護するために艦艇を漁場に派遣し，「マグロ

戦争 (Tuna War)」と呼ばれる騒動に発展したのである

(Financial Times, 05.08.1994, p.12; Imig, s95tarro.htm;
Lequesne, 2004, p.118; O'Riordan and Gillet, pp.17-22; Wise,

1996, p.150f)。
この時期までのマグロ戦争は，スペイン漁業者とイギリ

ス • フランス漁業者の間における漁業資源をめぐる地域紛

争としての性格が強く，欧州委員会が仲裁に入ったものの，

未だ「欧州問題」と呼べる性格のものではなかった。しか

もこの問題は当初，スペイン側にとって分が悪かったよう

である。そもそも暴力的行為に及んで挑発を繰り返すスペ

イン漁業者が非難の的となったのに加えて，EC 海域での操

業が制限されながらも他国の船籍を取得して操業するいわ

ゆる「Quota Hopping」（この行為自体は後に欧州司法裁判所
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により，EC 法に照らし合法と判断された）や，密漁を初め

とする違法操業を繰り返すスペイン船は欧州他国の漁業者

の間では極めて評判が悪かった。更に流し網紛争について

もイギリスやフランスは，漁法の近代化と効率化をはかろ

うとせずに立ち遅れたたスペイン側の「守旧性」が問題の

根源であるとした (O'Riordan, p.37ff; O’Riordan and Gillet,
pp.19-22; 稲本 , 2003b, p.13f)。しかしスペイン漁業者は，流

し網の使用に反対する欧州・国際世論の高まり，そしてこ

れに伴う反流し網欧州ネットワークの成長という思いもか

けぬ「追い風」をうけることになるのである。

第三章　流し網規制の国際世論

1．アメリカでの展開

1980 年代の初頭，アメリカにおいて最初に流し網規制を

訴えたのはアース・アイランド研究所 (Earth Island Institute)
やグリーンピースといった環境 NGO である。彼らが最初に

非難の標的としたのは，主に北太平洋でイカやマグロを主

要なターゲットとし，長さ 40 キロにも及ぶ流し網を使用し

ていた日本，韓国，台湾のアジア漁船であった。ここで問

題とされたのは流し網の持つ非選択性 (non-selectivity) と，

網にかかった海洋生物の致死性の高さである。即ち流し網

を使用することにより，相当量のイルカをはじめとする海

洋哺乳類や海鳥が無差別に混獲 (by-catch) され，混獲された

もののほぼ全量が死に至ることが問題視されたのである。

これに対して，「問題を劇化する戦略 (strategy of dramatizing
problems)」に基づいていち早く華々しい行動に出たのはグ

リーンピースである。後にアーストラスト (Earthtrust) の創設

に加わり，反流し網運動の中心的人物となった D.White が，

最初に流し網の実態についての報告を受けたのが 1983 年で

あったとされる。その後グリーンピースは各海域における

イルカの混獲を調査・撮影して被害の状況を訴えるととも

に，レインボー・ウォリアー号を用いて日本漁船による流

し網使用を阻止するという直接行動にもでた (Earthtrust,
dnw.html; Earthtrust, donwhite.html)。更に 80 年代後半からは，

アーストラスト，地球の友 (Friends of the Earth)，世界自然

保護基金 (WWF)，シエラ・クラブ (Sierra Club) 等の環境保

護団体が，センセーショナルな表現や犠牲となったイルカ

の映像を駆使して，「死の壁である流し網の脅威(The Driftnet
Menace:　Walls of Death)」を大々的に宣伝し始めた（環境

保護団体による反流し網キャンペーンの詳細については，

参照した Web Sites の一覧を参照されたい）。

こうした環境 NGO の行動は，アメリカ，カナダの北太平

洋沿岸の漁業者や彼らの利害を代弁する政治家達によって

も支持された。理由はどうであれこれら環境 NGO の行動

は，漁業資源，とりわけ回帰率の減少が懸念され始めてい

た北東太平洋沿岸のサケ資源を，アジアの漁船による混獲

から守ることにつながったからである (Burke et al, p.133f,
p.139f, p.170; Findlay and Searle, p.100, Lequesne, 2004, p.119;

岩崎 , p.179f)。
こうした運動は次第に米議会をも動かし始め，1987 年，

まず「流し網の影響調査，評価，管理についての法 (Driftnet
Impact Monitoring, Assessment and Control Act)」が可決され

た (16 U.S.C.1822)。これは連邦政府に対し，北太平洋海域

で流し網漁を行う第三国と，流し網の監視と規制について

交渉を行う権限を付与したものである。更に同法は，第三

国との交渉が不調に終わり，ＵＳ 法に違反する操業を続け

る国に対し，「水産物及び野生生物の輸入規制法 (22 U.S.C.
Sec.1978)」( いわゆる「ペリー修正法 : Pelly Amendment Act」)
を適用して貿易上の制裁措置をとる可能性に言及してい

る。

更に 1988 年には，「海洋哺乳類保護法 (Marine Mammal
Protection Act (16 U.S.C Secs.1361-1371)」が改正・強化され

た。同法は，主にマグロ漁に用いられた大型の巾着網であ

る旋網によるイルカの混獲問題に対処するため 1972年に制

定されたもので，1981 年と 1984 年にも改正・強化されてい

る。これらの改正を通じて同法は，米国が定めた海洋哺乳

類保護基準に合致せず，海洋哺乳類の致死率を一定 ( 米国

基準の 1.25 倍 ) 以下に抑制できない漁法，もしくは同法が

定める国際もしくは米国監視員の査察を受けずに漁獲され

た全てのマグロ製品に対し，当該国からの米国への輸入を

禁止する権限を米財務長官に与えている。しかもこの法律

は当該国と対象水産物の取引がある第三国 (intermediary
country) に対しても適用され，更に 6ヶ月以内に当該国によ

る状況の改善がみられない場合，先に紹介したペリー修正

法に基づき，禁輸措置はすべての水産物及び水産加工品に

拡大される (16 U.S.C Sec.1371 a-2; Joseph, pp.2-7)。
同法の実施規則が 1990 年 3 月に公布されるや，同法に基

づいて制裁措置を科すべきとする環境保護団体の訴えが多

数起こされたことから，1990 年 8 月以来，米政府は旋網を

用いたマグロ漁に関係する 20余りの国に対して禁輸措置を

科した。この措置を不服としてメキシコ政府は，1991 年 1
月に問題を GATT の紛争解決手続に付託した。自由貿易を

定めた GATT 諸条約に関連米国法が違反するかどうかにつ

いての GATT 審判の詳細は本論の範疇を超えるため割愛す

るが，GATT は 1991 年 9 月の第一次，1994 年 5 月の第二次

裁定において，米政府の一方的措置を不当と判断した。し

かしアメリカは結局この禁輸措置を解除しなかった (Long
and Curran, p.295ff; 布施 , p.156f; Joseph, p.9f; Urgese, passim)。

他方，イルカを殺して漁獲されたマグロの缶詰を非難す

るメディア・キャンペーンが環境保護団体によって大々的

に繰り広げられたことに対し，アメリカのマグロ缶詰業者

は「ドルフィン・キラー」の汚名を晴らすため，イルカに

害を与える漁法によって漁獲された製品ではないことを示

す「ドルフィン・セーフマーク」を採用した。そして米議

会は 1990 年 11 月に「イルカ保護と消費者情報についての

法 (Dolphin Protection Consumer Information Act:16 U.S.C.
Sec.1385 )」を可決し，これをエコ・ラベルとして正式に認
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定している。

更に米政府は，後に紹介する流し網規制に関する国連総

会決議を履行するため，1992 年 12 月に「公海上の流し網規

制法 (High Seas Driftnet Fisheries Enforcement Act: 16 U.S.C.
1826a-1826c)」を制定し，公海上で流し網を使用し続ける国

に対する制裁措置を強化した。米政府，とりわけ米国務省

や米議会の一部議員が流し網規制に非常に積極的な姿勢を

示したこと，又，アメリカの環境保護団体が「海洋哺乳類

保護法」や「公海上の流し網規制法」に基づく貿易上の制

裁措置の発動を求め，再三にわたって米商務長官を提訴し

米裁判所もこれを支持してきたことは他国に対して大きな

圧力となり，公海上での漁業活動について本来強制力を持

たない国連決議に実効性を伴わせたのである (Earthtrust,
dnwcap.html; Bache and Evans, p.261; Burke et al, pp.137-140;

Long and Curran, p.296ff)。

2．南太平洋流し網規制

南太平洋において大規模流し網規制のイニシアチブを

とったのは，オーストラリアである。主に台湾漁船による

流し網がイルカの混獲を招いているとして，オーストラリ

アは 1986 年に漁業法の改正を行い，自国の漁業水域におけ

る大規模流し網の使用を禁止した。

オーストラリアが流し網の規制を行った直後の1988年か

ら 89 年の漁期に，南太平洋海域で流し網を使って操業する

日本と台湾の漁船が十数隻から一気に 200 隻近くに増加し

た。グリーンピースやアーストラストのダイバーは，早速

タスマニア海において実際にイルカやクジラ，サメが流し

網の犠牲となっている様子を撮影し，年間およそ 5000 頭か

ら 6000 頭のイルカが犠牲になっていると称したメディア・

キャンペーンを南太平洋諸国において開始した。このキャ

ンペーンを受けて，日本と台湾は 1990 年より急遽同海域で

操業する漁船の数を大幅に減らしたが，流し網漁船の一時

的な集中が資源の枯渇を恐れる沿岸各国の警戒心をあおる

と共に，流し網を警戒する環境 NGO の注目を集めてしまっ

たことは否めない (Earthtrust, dnwcap.htm; Burke et al, 1994,
p.132f; Bache and Evans, p.262)。

まず 1989 年 7 月 11 日，南太平洋フォーラムの席で，南

太平洋沿岸諸国はアジア諸国に対して流し網使用の停止を

呼びかけるタラワ宣言 (Tarawa Declaration) を採択した。更

に同年 11 月，南太平洋諸国はウェリントン会議において議

定書（Wellington Convention）を採択し，同海域における大

規模流し網の使用禁止を申し合わせた (Findlay and Searle,
p.99f)。尚，同議定書における「流し網」の定義が，その後

各地で出される同趣旨の宣言・決議の雛形ともなったので

以下に引用しておく。即ち「流し網とは，刺し網又は他の

網，もしくはこれらの網を組み合わせたもので，長さは 2.5
キロメートル以上であり，その目的は海水面または海中を

漂わせ，魚を絡ませることである (“driftnet” means a gillnet
or other net or a combination of nets which is more than 2.5

kilometers in length the purpose of which is to enmesh, entrap or

entangle fish by drifting on the surface of or in the water)。」( 同
議定書 1 条 b)

この申し合わせについての科学的根拠があまりに希薄で

あることについては，Burke et al 等によってしばしば指摘さ

れてきた。環境 NGO が発表したショッキングな映像はとも

かくとして，この時点で流し網による混獲についての信頼

できる調査報告はほとんど公表されておらず，十分な科学

的データが蓄積されていたとは言い難い。確かに流し網に

よる混獲の事実とその規模についての数件の調査報告は

あったが，これらの報告は，流し網による混獲がイルカの

生息情況に影響を与えてはいないと結論付けているか，或

いは海域全体におけるイルカの生息数についてのデータが

ほとんど得られていないため，少なくとも混獲が特定種の

生息状況に与える影響については現時点では判断できない

と指摘していた。まして流し網による混獲と，他の漁法（例

えばトロール網）による混獲を比較したデータはこの時点

では全く得られていない。しかし結果的にはこうした報告

から混獲の事実と，犠牲となるイルカの数のみが抽出され

強調された感は否めない (Burke et al, pp.133-137, Bache and
Evans, p.264)。また，旋網を用いたアメリカ漁船による東太

平洋でのマグロ漁により，1970 年代前半までに年平均 30 万

頭以上，混獲率の減少がはかられ始めた 1980 年代後半に

入っても年平均 2 万頭あまりのイルカがアメリカ漁船の犠

牲となっていたことを考慮に入れるなら，年間 5,000 頭から

6,000 頭ともいわれた先の数値ついても，取り立てて強調さ

れるべきものであるとは思えない (Joseph, pp.4-11)。
他方ウェリントン議定書は流し網の長さを2.5キロ以上と

規定し，これ以下のサイズの流し網については規制を行っ

ていないが，同議定書で採用された 2.5 キロという流し網の

長さの基準がどの様な科学的根拠で用いられるようになっ

たかは不明である。Findlay et al は南太平洋諸国の沿岸域で

用いられていた流し網がおおむね2.5キロ以下の長さであっ

たことを指摘し，沿岸諸国の漁業活動に影響を与えない長

さとしてこれが定着したのではないかと推測している。こ

の沿岸域での小規模流し網の使用を例外とする規定は，後

に国連総会決議 44/225 号においても，「発展途上国における

生計と経済発展にとって重要な貢献をもたらしている」（同

決議前文）との理由で引き継がれることになる。しかし沿

岸域における長さ 2.5 キロ以下の流し網の使用が，外洋にお

ける大規模流し網に比べて安全であるとする科学的根拠は

全くなく，むしろ外洋における大規模流し網より混獲の危

険性が高いと推定する調査結果すら存在する。しかしこの

ウェリントンで採択された 2.5 キロという長さはいつしか一

人歩きし，いわゆる「大規模流し網 (LSPDN:　large scale
pelagic driftnets)」と沿岸域を想定した「小規模 (artisanal)」流

し網とを区別する極めて恣意的な(arbitrary : Holden)境界とし

て用いられるようになったのである (Findlay and Searle, p.100;
Burke et al, p.129; Holden, p.77; Long and Curran, p.280, p.284)。
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3． 国連総会 44/225 号決議と 46/215 号決議

1989 年 11 月，ウェリントン協定における成果を受けて，

公海における流し網の使用を規制する決議案が，南太平洋

沿岸各国の政府を通じて第 44 期国連総会に提出された。当

初決議案に消極的であったと伝えられたアメリカも，国務

省の後押しを受けてこれに賛成した(Earthtrust, dnwcap.html;
Burke et al, p.137)。

この決議案自らが前文において「入手可能な科学的情報」

の重要性を指摘しているにもかかわらず，これらの決議に

は常に科学的根拠の希薄さがついてまわることについては

既に触れたが，更に公海上の漁業活動を規制することに対

する法的根拠の希薄さについても指摘されねばならない

(Burke et al, p.135)。言い換えればこうした法的・科学的問題

点を認識していたからこそ，流し網規制を支持する国々や

環境 NGO は，既にこうした問題点が指摘されていた国連食

糧農業機関 (FAO) などの「専門」機関を選ばず，当事者た

る国が少数派であり，専門性はないが注目を集めやすい「一

般」会合 (General Assembly) である国連総会を，あえて流し

網問題について議論する舞台として選択したとも解釈でき

る。しかし公海上における流し網による混獲問題という極

めて専門性が高く法的に錯綜した問題を「一般会合」で審

議してしまったことは，海洋利用についての専門機関やこ

れを通じての国際レジームの健全な育成を妨げてしまった

可能性が指摘される (Burke et al, p.172, p.177f)。
しかし 1989 年 12 月 22 日，国連総会は公海上の流し網の

使用全般について不拡大を呼びかけるとともに，南太平洋

海域における流し網による漁業活動についてはこれを段階

的に縮小し 1991 年 7 月 1 日までに停止すること，及び 1992
年 6 月 30 日までにその他の公海上における「大規模な遠洋

流し網」の使用を禁止する 44/225 号決議を採択した。

他方，この漁法による「受け入れがたい影響を避けるた

め」，「統計上健全な分析に基づき，効果的な保護・管理措

置がとられる (effective conservation and management measures
be taken based upon statistically sound analysis)」場合は，この

禁止措置は課されないとする条件が添えられた（同決議 4
項 a)。この条項は当初，混獲を緩和する改善措置が流し網

漁に導入されるならば，決議に盛り込まれた禁止措置は実

施されないと理解された。従って，この時点で日本を始め

とする規制に反対する国々は，少なくとも北大西洋海域に

おける流し網漁の継続に楽観的な見通しを持っていたと言

われている。尚，国連総会は翌 1990 年 12 月にも，前年の

決議に注意を喚起する決議を採択している (45/197号決議 )。
しかしアメリカは翌 90 年 7 月と 91 年 8 月に国連宛に声

明を発表し，先の国連決議についていわゆる「予防原則

(precautionary principle)」を厳正に適用することを強硬に主

張し始めた (Burke et al, p.172f)。1980 年代後半から主張され

始めたこの原則は，1992 年に開催された国連環境開発会議

（リオ・サミット）においても，「深刻な又は不可逆的な危

害の恐れがある場合に，十分な科学的な確実性がないこと

が，環境の劣化を防ぐため，コスト効果のある措置を遅ら

せるための理由に使われてはならない」（リオ宣言 15 項 ) と
して明文化された。言い換えるならば，ある生物種の生息

について何らかの危険性が認識されるならば，その危険性

がないことが速やかかつ完全に証明されない限り，予防的

措置として何らかの保護策が直ちに導入されるべきと考え

る立場である。

この原則によるならば，先の国連総会決議の 4 項 a に挙

げられた条件が速やかかつ完全に満たされない限り，即ち

流し網漁の継続が環境システムに影響を与えないことが期

限内に当事国によって証明されない限り，予防的措置とし

て流し網による公海での漁業は禁止される (Findlay and
Searle, p.100; Burke et al, pp.142-144, p.168f)。しかし統計上十

分な調査を行うには期間が短すぎたし，また，ようやく収

集され始めたデータの分析に着手しはじめたばかりの 1991
年 12 月，国連総会は 46/215 号決議を採択した。同決議は

「44/225 号決議 3 項に従い，この漁法が海洋資源の保護と持

続可能な管理を脅かすような悪影響を及ぼさないと結論付

けることは出来なかった」（決議前文）として，89 年の決議

を実施に移すよう加盟国に勧告した。周知のように国連総

会決議は「勧告」であり，それ自体には何らの拘束力はな

いものの，公海上での流し網の使用を全面的に禁止したこ

の決議が履行されるなら，大規模流し網の影響について統

計的データを得ることや混獲を減少させるような改良（例

えばソナー音を用いてイルカを流し網に近づけない等の方

策）を施す道を閉ざしてしまうことになる (91 年国連総会

決議までに得られたデータについては，Burke et al, pp. 144-
171, pp.178-181)。

同じ頃アメリカ政府は，同様にイルカの混獲が問題視さ

れていた旋網を使ったキハダマグロ漁についてはこれを禁

止せず，アメリカ漁船による漁を継続しつつ漁法の改良を

重ねることにより，混獲率を劇的に減少させることに成功

した (Joseph, p.7)。これは漁法こそ異なるものの，混獲問題

という同種の問題への対応において，自国の利益が関わっ

ているか否かでかくも政策に差異を生じさせる典型的な例

と言えよう。

第四章　欧州流し網紛争の激化とＥＣ１９９８年規制

1． １９９２年ＥＣ 規制

拘束力のない国連総会決議については，その実施につい

ての法整備が加盟国によって行われなければ有効性を持ち

得ない (Long and Curran, p.281)。そしてアメリカが国連総会

決議を受けて，1992 年 12 月にこれを実施に移す「公海上の

流し網規制法」を制定したことについてはすでにふれた。

EC においても，1989 年の国連総会決議が行われた翌 90 年

2 月，欧州委員会は総計で 2.5 キロ以上の長さの流し網の使

用を禁止する条項を，漁業規則の技術的細則の改正案に盛

り込むことを提案した。そしてこの提案は 1991 年 9 月，欧
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州議会によっても支持された。

改正理由として挙げられているように，先の国連総会決

議に対し EC は賛成の立場をとっており，これに基づいて

EC委員会が流し網規制案を提案したのは自然の成り行きと

もいえる (1992 年 345 号規則前文 ; Holden, p.77)。但し，北

東大西洋海域におけるイルカの混獲についての科学的調査

は行われておらず，「入手可能な科学的助言」に基づいて水

産資源の保護策を定めることを求めた EC 漁業規則 (83 年

170 号規則 2 条 1 項 ) を考慮に入れるなら，科学的根拠に言

及せず流し網の使用を規制したこのEC規則案には問題点が

多い。

他方イルカ保護の国際世論が高まりつつある中，わずか

数十隻の流し網漁船の利益ためにヨーロッパの評判を落と

し，「負け戦とわかっている戦いをする (fighting a losing
battle)」気にはなれないとの Manuel Martin EC 漁業担当委員

の発言は，彼が流し網の規制を求めるスペインの出身で

あったことを割り引いたとしても，委員会全体の本音をつ

いていよう。実際 1990 年夏頃からグリーンピースの船は大

西洋北東海域にも姿を現し始め，アーストラストなどの環

境 NGO による欧州での宣伝活動も開始されていた。そして

ここでもイルカが犠牲となっている姿が「死の壁」の表現

を用いてアピールされ（その映像が実際に欧州海域によっ

て撮影されたものであるかどうか不明であるが），欧州世論

を喚起し始めていたのである (Earthtrust, dnwcap.html;
Lequesne, 2004, p.121; J. Smith, p.36f)。

さて，流し網の使用を制限する委員会の提案は欧州議会

の支持は受けたものの，EC 法についての決定権を持つ理事

会の承認をすんなりとは得られなかった。北東大西洋海域

で流し網によるビンナガマグロ漁を行っているフランス，

イギリス，アイルランドや，更には地中海におけるカジキ

漁に流し網を使用していたイタリアがこれに強く反対した

からである (Collet, p.104f)。しかし 1991 年 12 月，理事会は

バルト海を除いて 2.5 キロ（個別もしくは合計）を流し網の

最長サイズとすることを承認し，EC 漁業規則の技術的細則

(1986 年 3094 号規則 ) を改正した 1992 年第 345 規則にこれ

を盛り込んだ ( 同規則第 1 条 8 項 )。
しかし強硬に反対を続けたフランスに配慮し，同規則の

発効日より遡って過去二年間以上の操業実績のあるビンナ

ガマグロ漁船については猶予期間を与え，1993 年 12 月 31
日まで 5 キロ以下の流し網を使用することを認めた。ちな

みにこの例外規定(EC法で言うところのderogation)は， 1980
年代より流し網マグロ漁を始めていたフランス漁船にのみ

に適用されるもので，2 年以上の操業実績が証明できない後

発のイギリス，アイルランド漁船には適用されない (Long
and Curran, p.282f)。また，サケ・マス漁に長さ 20 キロ以上

もの流し網が使われているバルト海が規制対象水域からは

ずされたことについては，EC 加盟国以外の国（当時）の排

他的経済水域を含んでいたバルト海を巡る法的問題が指摘

される。即ち EC は，バルト海の漁業問題を審議する地域委

員会の一構成員に過ぎず，単独でバルト海域の流し網使用

を禁止することは出来ない。実際欧州司法裁判所も，1992
年の流し網規制がバルト海沿岸加盟国とその他の加盟国と

を差別しているとの訴えに対し，「EC にその権限がない」こ

とを理由にこれを退けている (C-405/92, para.54f; Long and
Curran, p.284)。

2． 欧州流し網論争の展開

そもそも流し網反対運動の先頭に立っていたグリーン

ピースも，その標的は太平洋において大規模流し網を使う

日本や台湾漁船に向けられており，小規模流し網を使う欧

州沿岸域の漁業者とはむしろ友好関係を維持しようとして

いた (Findlay and Searle, p.104)。しかし 1991 年頃から，その

グリーンピースの姿勢にも変化が見られる。事の発端は，同

年 5 月に開催された国際捕鯨委員会において，イギリスと

ノルウェーが繰り広げた論戦にあったようである。同会議

でイギリス政府が捕鯨の全面禁止を訴えたのに対してノル

ウェー政府は，流し網の使用を容認して大西洋の海洋哺乳

類に甚大な被害を与えているイギリス政府の「偽善」を激

しく攻撃した (Findlay and Searle, p.105f)。この論争に対して

何らかの姿勢を示す必要に迫られたグリーンピースは，小

規模とはいえ流し網の使用を許容しているイメージを払拭

するためにも，ノルウェーの主張に配慮して，とりわけ欧

州沿岸域における小規模流し網の使用についても厳しい姿

勢をとり始めた。そしてこの立場は，規模の大小にかかわ

らず流し網の全面禁止を訴えていたスペイン漁業者の利害

と完全に一致したのである。

そもそもスペインがビスケー湾における流し網規制を唱

えだしたのは，先にも触れたように，専ら経済的・社会的

理由，もしくはイギリス，フランスに対する不公平感から

くるものである。マグロ戦争において，スペイン船が流し

網漁船にとどまらず他国のトロール漁船をも襲ったこと

は，流し網による混獲問題とはかけ離れた，地域間に根ざ

した複雑な利害対立の存在を物語っている。実際 1980 年代

末にフランスが流し網によるビンナガマグロ漁を始めた

際，スペインは航行への障害やマグロを初めとする漁業資

源に対する影響，あるいは単に他国船の進入によってマグ

ロの群れが散ってしまう (dislocated) ことを理由にこれに反

対したが，この時点では海洋哺乳類の混獲問題には全く触

れていない。しかし 1994 年の「マグロ戦争」における実力

行使が欧州世論の不評を招いていたスペイン漁業者にとっ

て，グリーンピースの出現や流し網の禁止を求める国際世

論の盛り上がりはまさしく渡りに船とでも言うべき存在で

ある。そしてそもそもイルカの保護について何の関心も持

たなかったスペインのビンナガマグロ漁業者は，突如とし

てイルカ保護を大義名分に挙げ始め，環境 NGO とも連携を

始めたのである (O'Riordan and Gillet, p.17)。
まずバスクやガリシアの船主達が，グリーンピースに加

入を始めた。そしてグリーンピースと提携してイルカの保
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護を訴える NGO（Itsas Geroa: 海の未来）が急遽結成され，

スペインのマグロ釣り漁業者を中心に，1998 年には 300 人

の会員を集めた。そして EC 理事会において流し網規制の強

化が焦点となり始めた 1998 年 4 月には，ガリシアからボル

ドーに至るビスケー湾沿いの漁港に船舶が派遣され，スペ

イン漁業者達とグリーンピースが協調して反流し網世論の

喚起に努めると共に，共同で EC 漁業総局や欧州議会に対し

て盛んに陳情活動を行った (Lequesne, 2004, p.122, p.125)。
バスク地方の漁業者が，スペイン政府を介さずに国境を

越えた運動を展開することになった背景として，グリーン

ピースを始めとする環境NGOとの連携以外にもバスク漁民

特有の事情，即ちバスク地方がスペインにおける少数民族

居住地域であることから，中央政府を通じての働きかけに

抵抗感が残っていたことが指摘される。これに対し，ユー

島を中心とするフランス漁業者の運動は，欧州レベルでの

直接行動をほとんど伴わず，ほぼフランス国内の諸機関を

通じた働きかけに限られていた。これは地方自治制度が発

展しておらず，中央政府による集権的性格が強いフランス

の特色を反映するものであり，少数民族地域としての自治

意識が高かったスペイン・バスク地方とは好対照をなして

い る。実 際 フ ラ ン ス 漁 業 者 の 統 括 団 体 で あ る

CNPMEM(Comite National des Peches Maritimes et des

Elevages Marins) は，国家との協調主義 (Corporatism) を代表

する団体であり，フランス漁業者は長年にわたってこの国

家ギルド的団体の枠中で活動してきた。フランス政府も漁

業団体の要請に応えて，「マグロ戦争」後も引き続きビス

ケー湾に巡視艇を派遣してグリーンピースの活動を牽制し

ている (Lequesne, 2004, pp.43-51, p.125f; J. Smith, p.37)。

3． ＥＣ １９９８年規制

1994 年 4 月，EC 委員会は先の 1992 年規則を強化し，EC
海域における流し網の使用を実質的に全面禁止とする規則

案を提案した。そしてこの提案は，同年 9 月に欧州議会に

よる圧倒的支持を受けた。他方，同じ時期に行われたフラ

ンス海洋利用研究所 (IFREMER) の研究者による調査や，イ

ギリス農漁業食料省の要請によってイギリスの生物学者た

ちが行った調査，あるいはイタリア政府によって採用され

た地中海における調査では，一定量のイルカの混獲が認め

られるものの，種の生息に危険をもたらす程度のものでは

ないとの結論が出されていた。(Lequesne, 2004, p.122f;
Collet, p.104f)。しかしこうした科学者達による結論も，流

し網の禁止を求める環境 NGO，スペイン漁業者，欧州委員

会，欧州議会がかもし出す世論の中で，あまり省みられな

かった。

しかし 1994 年から 97 年にかけて，流し網規制の強化問

題は，担当大臣による EC 閣僚理事会で繰り返し議論された

が結論には至らなかった。フランス，アイルランド，イギ

リス，イタリアや，サケ・マス漁に流し網を使用していた

デンマーク，スウェーデン，フィンランドも規制強化に反

対したからである (Long and Curran, p.299f)。当時の 15 カ国

体制における閣僚理事会での各国の持ち票総数は 87票であ

り，EC 法の可決に必要な「特定多数 (qualified majority)」は

62 票である。言い換えるなら，理事会の決議を阻止できる

いわゆる「阻止少数 (blocking minority」は 26 票ということ

になる。そして流し網の規制強化に反対する加盟国，即ち

イギリス（10 票），フランス（10 票），イタリア（10 票），

スウェーデン（4 票），デンマーク（3 票），アイルランド（3
票），フィンランド（3 票）の票を加算すると 43 票となり，

阻止少数を大きく上回る。

この票数だけをみれば流し網の全面禁止を可決すること

は難しそうに見えるが，これらの国々のうち，最も問題視

されていた流し網によるビンナガマグロ漁に従事している

のはイギリス，フランス，アイルランドのみであり，これ

らの加盟国による反対票は 23 票に過ぎず，阻止少数には達

しない。実際サケ・マス漁に流し網を利用するデンマーク，

スウェーデン，フィンランドの北欧諸国は，先の 1992 年規

則と同様にバルト海域が規制からはずされるならば，規則

案に合意する可能性があった。他方，地中海においてカジ

キ・マグロ類を漁獲するイタリアの姿勢も揺れ動いていた。

イタリアは 1996 年以来アメリカより，先に紹介した「公海

上の流し網規制法」に基づく制裁措置を視野に入れた政治

的圧力を受けており，イタリア政府も金銭面での補償を求

める条件闘争へと戦術を転換し始めていたからである

(Lequesne, 2004, p.123; Long and Curran, p.297)。
しかし EC 全体が次第に流し網の全面禁止へと傾きつつ

ある中，閣僚理事会は規制案の採択を先送りし続けた。そ

の主な理由としては，票の大小にかかわらず，EC の主要国

であるイギリスとフランスが一致して流し網の禁止に反対

していたことや，国名のアルファベット順で半年毎のロー

テーションが決められていた閣僚理事会の議長国に，相次

いで流し網の規制に反対する国が就任していたこと（1995
年前半期フランス，1996 年前半期イタリア，1996 年後半期

アイルランド）が挙げられよう。

しかしこうしたムードも1997年5月のイギリス総選挙で，

労働党のブレア政権が成立したことにより一変する

(Lequesne, 2004, p.124f)。イギリスにおいて欧州反流し網

ネットワークの一翼を担っていた王立動物虐待防止協会

(the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) と王

立鳥類保護協会 (the Royal Society for the Protection of Birds)
はイギリス労働党の主要な支持団体であり，およそ 100 万

人の会員をかかえていた。こうした労働党の支持母体であ

る環境保護団体の意向を受けて，新政権の農業大臣 Jack
Cunningham や副大臣 ( 漁業担当 ) の Eliott Morley は，EC に

よる流し網の規制強化に賛成の立場をとっていた。更にイ

ギリスは 1998年前半期において閣僚理事会の議長国を務め

ることとなっていたため，ブレア政権はその間に流し網禁

止を実現させることを公約していた。

イギリスはまず流し網規制に対する閣僚理事会での賛成
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票を確保するため，先にふれたバルト海における例外措置

を打ち出した。又，イタリア政府に対しても配慮が行われ，

流し網漁船を他漁法漁船に転換する場合には補助金が支出

されることになった (1997 年 292 号決定 )。但しこの決定は

イタリア漁船のみを対象としたため，流し網規制の決定後

に他国から不満が噴出し，イギリス，フランス，アイルラ

ンド，スペイン漁船にも適用されるよう改正された (1999 年

27 号決定 )。こうして 1998 年 6 月 8 日，閣僚理事会は 1998
年 1239 号規則を可決し，2002 年 1 月 1 日よりバルト海を除

き，EC 漁船による流し網の使用を実質的に禁止したのであ

る。「実質的に」というのは，同規則 11 条が長さ 2.5 キロま

での流し網の使用を認めながらも，対象魚種を厳しく制限

したからである。そして同規則付表Ⅷは，すべてのマグロ

類の漁獲に際しての流し網の使用，及び流し網を用いて漁

獲されたこれらの魚種をEC域内の港において水揚げするこ

とを禁止した。

理事会での投票に際し，結局決議に反対票を投じたのは

フランスとアイルランドのみで，イタリアは棄権した。尚

この規則，及び先行した 1992 年流し網規則は，排他的経済

水域を越えて公海上における加盟国漁船に対しても適用さ

れる。共通漁業政策にかかわる EC 法令が公海上においても

適用される範囲やその法的根源，及び欧州司法裁判所によ

る関係諸判例についての分析は本論の紙幅をはるかに超え

るため，稿を改めて論じてみたい (Case C-405/92 para. 12ff;
Long and Curran, pp.285-289)。

1998 年規制の結果，ビスケー湾をはじめとする北東大西

洋海域における流し網漁は一部の密漁行為を除いてほぼ姿

を消し，フランス，イギリス漁船は再びトローリング • 竿釣

り漁法によるビンナガマグロ漁に復帰した。機械化に伴っ

て省力化が進み生産性が高まったことや傷みの少ないマグ

ロが珍重され出したこと，更に先に紹介したように漁法の

転換に際して補助金が支出されるようになったこともあ

り，現在ではかつての流し網漁船の数をはるかに越える 200
隻余りの英仏漁船がビンナガマグロ漁に従事している

(Garez, p.40f)。他方，地中海でのカジキ・マグロ漁について

は，EC 加盟国以外の漁業水域と隣接していることから査察

が困難なこともあり，未だ流し網による密漁が横行して環

境保護団体との小競り合いが尽きないようである。ただ，地

中海における密漁はイタリア船だけでなく，そのかなりの

部分が流し網に反対していたはずのスペイン船によっても

行われているという実態については，この問題の複雑さを

思い知らされるばかりである (Silvani et al, passim)。

第五章　流し網問題に見る欧州政治の変容

漁業政策に限らず，いわゆる環境問題にかかわる政策は

最新の科学的知見に基づいて決定されることを建前として

いる。しかし多くの場合，科学的知見によって政策が決定

されるのではなく，政策を正当化する科学的知見が「事後

に (post-facto)」取捨選択されているのが実情である (Bache
and Evans, p.263f)。他方ウェリントン会議や国連決議におい

て，沿岸国による流し網の使用が事実上容認されたことは，

沿岸国による流し網規制への動機がそもそも海洋哺乳類の

混獲防止にあるのではなく，むしろ他国の漁船による自国

周辺海域での資源の乱獲を防ごうとする，漁業資源をめぐ

る経済的・政治的な動機が背景にあったことをうかがわせ

る。こうした事情は，サケ資源を巡る紛争を抱えていたア

メリカ・カナダ政府による流し網問題を巡る対応や，本編

で扱ったビンナガマグロ漁を巡る欧州での紛争においても

指摘される。

本論でも度々引用した Burke et al の論考はその全編を通

じ，流し網を規制する過程において政治的判断が優先され，

科学的知見が余りにも軽視されたことを激しく非難してい

る。これに対し，科学的知見が政策に生かされていないこ

とを認めながらも，現実には科学的知見は政治的意思決定

過程における諸要因の一つに過ぎず，むしろこれを恣意的

に取捨選択して利用している政治的・社会的・経済的背景

とそのシステムについての研究を進めるべきであるとする

Bache et al の見解は傾聴に値しよう (Bache and Evans,
p.259)。

欧州政治においても，共通漁業政策が科学的知見に基づ

くことを求めた 1983 年漁業規則の採択以来，環境・漁業政

策を巡る政治的・社会的背景は大きく変動してきた。周知

のごとく 1980 年代以来，各国議会や欧州議会に「緑の党」

を初めとする環境政党が議席を確保するようになった。そ

してこれにつられるように，グリーンピース，アーストラ

スト，世界自然保護基金 (WWF)，動物福祉協会 (Animal
Welfare) など環境問題に取り組む国際 NGO が EC 本部のあ

るブリュッセルに競って事務所を構え，欧州委員会の環境

総局や漁業総局，欧州議会における環境委員会や漁業委員

会などへ活発なロビー活動を始めた。又，各国の環境 NGO
は欧州規模のネットワークを築き上げ，欧州世論を盛り上

げると共に各国政府に対する圧力を強めた。この傾向は，

1987 年 7 月に発効した単一欧州議定書 (Single European Act)
により，初めて EC 共通政策の一つとして環境政策が掲げら

れ ( 現行条約 3 条，174 条 )，更に 1993 年に発効したマース

トリヒト条約において，環境問題に対する欧州議会の関与

が強化されたことによって加速された (Mazey and Richardson,
pp.141-155; Lequesne, 2004, p.115)。

各環境 NGO は，欧州議会議員といわゆるインターグルー

プ (Inter-group) を形成して活動しているが，1994 年以降，欧

州議会が再三にわたってEC海域における流し網の使用禁止

を求める決議を行い，規則の採択を渋っていた理事会に圧

力をかけてきたのは，海洋哺乳類の保護を求める環境 NGO
によってネットワーク化された欧州議会インターグループ

の影響力が決定的な役割を果たしている。他方，欧州企業

が自社製品にエコ・ラベルの導入を決めたことなどからも

窺えるように，各 NGO による啓蒙活動の結果，欧州市民の
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間における海洋環境保護の意識は急速に高まっている。ち

なみに1998年流し網規制において決定的役割を果たしたイ

ギリスでは，同時期，既に環境保護団体の構成員の総数が

イギリス諸政党の党員総数をはるかに超えている

(Lequesne, 2004, p.40f, pp.113-130; Daw and Gray, p.195; R.

Smith, p.161)。
こうした欧州漁業政策・環境政策に関わる欧州横断的な

ネットワークの形成と同時に，EC 本部においても EC 委員

会を中心に，漁業 • 環境政策の脱国家化もしくは欧州化を志

向する動きが強まった。もともと水産資源や汚染物質が国

境を越えて移動するものである以上，国境を越えた資源管

理及び環境保全策が必要とされることがEC共通漁業政策の

存在意義として掲げられてきた。しかし現実には漁業規制

の決定に際しては「国益」が議論の焦点となり，とりわけ

翌年度の TAC と Quota 及び各海域における漁業規制を決定

する漁業担当閣僚理事会は，各国漁業団体からの陳情，時

には政治的脅しを受けて集まる各国漁業担当大臣が，まさ

に「国益をかけて」交渉にいどむ騒ぎとなっている。漁業

規制がこのような場で決着させられるなら，各国政府代表

は自国漁業者を保護するため少しでも漁獲割当を増やそう

とすると共に，自国に不利な規制の緩和をはかろうとする。

こうした姿勢が例年のごとく資源保護を二の次にした「政

治決着」を生み，漁獲割当量を水増しし，実効ある規制の

実現を阻んできた。これこそが，80 年代における EC 共通

漁業政策が「完全な失敗」に終わったと評される最大の理

由でもある (Daw and Gray, p.191f; Holden, pp.56-70;
Karagiannakos, pp.238-243; Holden, passim; 稲本 , 2005, p.74)。

流し網規制に見られるように，バスク漁業者，環境 NGO，

欧州委員会，欧州議会による国境を超えた連携が力を発揮

したことは，欧州漁業団体のあり方，ひいては EC 共通漁業

政策の運営に一石を投げかける「事件」となった。そして

EC流し網規制問題において専ら自国政府を通じて運動を展

開してきたフランス漁業者達も，この論争を通じて国境を

越えた連携の重要性を学び，これまでの国家中心的な姿勢

を転換しようとする傾向が見られ始めた。1998 年初頭，フ

ランス・ユー島漁業者は，多国間ネットワーク形成の第一

歩として，同じく流し網を使用してきたイタリアのカジキ

漁業者との連携を模索し始めた。そして同年 2 月には，フ

ランス，イタリア両国の流し網製造者の仲介と資金援助に

より，シシリー島においてユー島漁業者とイタリア漁業者

との会合が持たれた。更に 1998 年 9 月，ユー島漁業者は流

し網規制措置の無効を訴え，欧州司法裁判所に提訴を行っ

た。この提訴は結局 2000 年 2 月に退けられたものの (C-138/
98)，提訴に乗り気でなかったフランス政府の頭越しにフラ

ンス漁業者が直接欧州機関に訴えかけはじめたという点に

おいて，欧州水産業をめぐる利害代表のあり様が，国家・

政府を介したものから国家を超えた「transnational」なもの

へと変化しつつあることを感じさせる (Lequesne, 2004,
p.126ff)。

本論の二章において考察したように，欧州海域における

流し網問題とは，本来スペイン・バスク地方漁業者と他国

漁業者の間における，地域的利害にかかわる排他的な問題

であった。それが国際世論の動向，もしくは欧州規模の開

放的ネットワークを通じて脱国家化し，欧州政策に取り込

まれた。この事例は明らかに，従来の排他的 (exclusive) な

伝統的国家間交渉とは異質な，グローバル化・ネットワー

ク化した社会における新たな開放的・包括的 (inclusive) な意

思形成システムの出現をうかがわせる。こうした趨勢を受

けて EC 本部においても，2002 年漁業規則の改正過程にお

いて，欧州規模のネットワークを持つ漁業団体や環境 NGO
を含む市民団体を構成メンバーに加えた「漁業諮問委員会

(Advisory Committee on Fisheries and Aquaculture)」や，国境を

越えた海域ごとの関連諸団体をメンバーとする「地域諮問

評議会 (Regional Advisory Council)」を創設し，これを正式

に EC 政策立案過程に取り込んだ (1999 年第 478 号決定

passim;  2002 年第 2371 号規則第 31 条 )。これは，欧州市民

の世論が EC 政策の策定に十分反映されていないとする「民

主主義の赤字 (Democratic Deficit)」批判に応えるため，国家

以外の「マルチ・レベル」の諸団体である地方自治体，市

民団体，各種利益団体等の意見を直接集約し，これらを政

策決定のプロセスに組み入れようとする「マルチレベル・

ガバナンス」の一環でもある ( 稲本 , 2005, pp.78-81)。
本論は一部 NGO によるセンセーショナルな宣伝活動や，

あるいは大多数の参加者が当事者でもない非専門的な機関

を舞台とし，科学的知見を無視した感情的な議論が繰り広

げられる実態を支持するものではない。しかし国境を越え

た対策と多くのアクターの参加が求められている点におい

て，漁業問題もしくは広く環境問題はグローバル化を象徴

する課題でもある。従って，国益の実現を最優先とし，国

家以外のアクターを排した国家間のパワーゲームを基本と

する従来の枠組みが，こうした問題の解決にふさわしい場

であるかどうか再検討されねばならないだろう。こうした

中，80 年代における共通漁業政策の失敗に鑑み，欧州規模

でネットワーク化された漁業団体や市民組織，更には学術

経験者を同じテーブルにつかせ，そこでの議論から生み出

された幅広い意見や合意を政策立案に取り入れようとする

EC の試みを今後も注視していきたい。
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1998 年，EC は加盟国漁船による流し網の使用を 2002 年度より事実上禁止する 98 年 1239 号規則を採

択した。本論はまず，この規則制定に結びついた歴史的背景でもあるスペイン，フランス間の「マグロ戦

争」の経緯について明らかにした。そして 1989 年と 1991 年の国連総会決議において象徴される国際的反

流し網世論の形成について検討した後，本来極めて地域的である漁業論争が，欧州規模の反流し網ネット

ワークの形成によって，いかにして欧州化されるに至ったか考察する。最後に本論はこの事例を，EC に

おけるマルチレベル・ガバナンス，即ち従来の排他的国家間交渉に代わって，地域レベル，国家レベル，

欧州レベルで活動する組織を包括的な意思形式プロセスに加えようとする試みと対比させて論じている。
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